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ガイドラインの活用に当たって 

■ このガイドラインは、学校再開に当たって、今後、新型コロナウイルス

感染症のまん延が全国的に見て収束するまでの当面の間、学校が取り組む

対応について示したもの。 

■ 文部科学省ウェブページ「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に

関する対応について」に掲載される最新の情報を常に確認し、参考にす

る。  https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html 
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はじめに 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大の状況に鑑み、学校において留意すべき事項に

ついてまとめたので、この内容に従って本校の運営を行うこととする。 なお、新型

コロナウイルス感染症については、日々状況が変化しているため、今後変更が生じ

る場合がある。よって、この取扱いについては、当面の間のものとする。 

 

2020年 4月 

校長 松原秀樹 

 

 

 

基本大原則  

 

１ 安全を最優先に考え、発熱等かぜ症状のある生徒をはじめ、疑わしき事案に 

ついては、原則として、出席停止とすることにより、生徒同士及び教職員との 

間での接触を避けること。  

  

２ クラスターの発生リスクを下げるため、発生リスクの高い３条件（密閉：換 

 気の悪い密閉空間、密集：多くの人が密集、密接：近距離での会話や発声）が 

 同時に重なる場を徹底的に排除した環境づくりに努めること。  

  

３ 感染者・濃厚接触者等に対するいじめや差別的な言動がないように生徒や教 

職員、また、保護者等の人権に留意するとともに、個人情報の取り扱いにも留 

意すること。 
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Ⅰ 学校における当面の感染防止に向けた対応方針 

 

１ 基本的な感染防止対策の徹底  

学校再開に向けた感染防止対策や学校保健管理体制の整備に当たっては、必要

に応じて学校医や学校薬剤師等に専門的な知見に基づく助言を求め、その充実を

図る。 

また、家庭と連携を図り、生徒等の免疫力を高めるため、十分な睡眠、バラン

スの取れた食事、適度な運動を心掛けることや、不要不急の外出を控えることな

どに対して、協力を得ることが大切である。 

 

（１）健康観察 

・ 生徒等の健康観察については、家庭での毎朝の検温等に基づいて、風邪症状

がないかなど、健康状況を確認する。発熱等の症状が見られるときは、無理を

せずに自宅で休養するよう家庭と連携して指導する。 

・ 健康観察は、登校及び始業時に行う。その際、Classiを活用し、生徒等一人

ひとりの健康状況を継続的に把握する。  

・ 家庭で検温を行っていない生徒等については、登校時、教室に入る前に、保

健室等において検温及び風邪症状等の確認を行うなど、適切に指導する。 

 

【家庭との連携】 

〇少なくとも以下のいずれかに該当する場合 

□息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいず 

れかがある 

   □重症化しやすい方（※）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある 

※基礎疾患等のある生徒等は、医療機関(かかりつけ医、最寄りの保健所等）

に電話連絡し、指示に従うよう促す。資料１ 

・ 生徒等・教職員及びその家族に、新型コロナウイルス感染症等が疑われる

症状が出た場合、県又は下関市が設置した窓口に相談するとともに、相談し

た結果を、早急に学校に連絡するよう周知しておく。 

・ ＰＣＲ検査の結果も含め、常に生徒等の健康に関する情報が学校に入るよ

うに、家庭に周知、協力を依頼しておく。 
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（２）手洗い・咳エチケット 

・ 外から教室等に入る前、トイレの後、昼食等の前後に加え、共用の用具や物

品の使用後などには、生徒等に対し流水と石けんで手を洗うよう指導を徹底す

る。資料２ 

・ 咳エチケット（①マスクの着用、②ハンカチ等で口・鼻を覆う、③袖口で口 

・鼻を覆う）を徹底する。 

・ 集団感染のリスクを避けるため、特に屋内で、近距離での会話や発声が必要

な場面では、可能な限りマスクを着用するよう指導する。 

 

（３）教室環境・換気 

・ 感染防止の「３つの密」（換気の悪い密閉空間、多くの人が密集、密接な近

距離での会話や発声）が重なる場をつくらない。 

・ 教室等において、可能な限り、座席間を１メートル程度離して配置する。 

・ 机は向かい合わせにせず、黒板方向に向きをそろえるなどの配慮をする。 

・ 教室等は、廊下側の窓及び出入口は常に開放し、１時間に１回（５～１０分）

程度換気する。その際、グラウンド側の窓を広く同時に開けて風通しをよくす

る。 

・ 窓のない部屋は、入り口を開けておくなどして、十分な換気に努めるととも

に、使用時には人の密度が高くならないよう配慮する。 

・ 空調や衣服による温度調節を含め、温度、湿度の管理に努める。 

 

（４）校舎の消毒等 

・ 生徒等が特に多く手を触れる箇所（机、イス、ドアノブ、手すり、スイッチ

など）は、１日１回以上消毒液（次亜塩素酸ナトリウム希釈液や消毒用エタノ

ール等）を利用して清掃を行う。 

 

２ 教育活動実施上の留意点 

 

（１）学習指導上の留意点 

【教科共通の留意点】 

・ 各教科の指導に当たっては、基本的な感染防止対策を講じた上で、実施する。 

・ 感染防止の「３つの密」（換気の悪い密閉空間、多くの人が密集、密接な近

距離での会話や発声）が重なる場を徹底的に避ける。 
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・ ペア学習、グループ学習など生徒同士で活動する場合、短時間で実施し、グ

ループの人数や座る位置を工夫したり、通常よりも互いに声量を抑えたりする。

その際は、マスクを着用することが望ましい。 

・ 特別教室の使用や少人数指導を行うなど、教室において、生徒同士及び生徒

と教員の間に十分な距離をとる。 

・ 共用の教材、教具、機器などを適切に消毒するとともに、使用する前後で手

洗い・除菌行為を徹底する。 

・ 感染の可能性が高いと考えられる活動については、年間指導計画の中で指導

の順序を変更する。 

 

【特に配慮を要する教科についての留意点】 

◆ 音楽科 

・ 狭い空間や密閉状態での歌唱指導や身体接触を伴う活動を行う際は、可能

な限り一人ひとりの間隔を空け、人がいる方向に口が向かないようにする。 

など 

◆ 家庭科 

・ 調理などの実習について、衛生管理をより一層徹底する。 など 

◆ 体育・保健体育科 

・ 個人や少人数で密集せず距離を取って行うなどの工夫をする。  

・ 可能な限り授業を屋外で実施したり、生徒が集合・整列したりする場面を

避けるなどの工夫をする。  

・ 運動不足となっている生徒もいると考えられるため、授業開始時には準備

運動を十分に行うよう留意する。 など 

 

（２）学校行事等における留意点 

・ それぞれの行事の意義や必要性を確認しつつ、年間を見通して実施する学校

行事を検討する。 

・ 実施に当たっては、実施内容や方法（例えば半日での開催など）を検討する

とともに、必要に応じて行事の中止や延期も検討する。 

・ 学校開放を伴う行事の実施に当たっては、参加人数を最小限とし、参加者に

対しても、手洗いや咳エチケット等の基本的な感染防止対策を徹底する。また、

可能であれば、アルコール消毒液等の準備をする。 
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（３）昼食等における留意点 

・ 生徒等全員が食事の前に、流水と石けんにより手洗いを徹底する。可能であ

れば、手指の消毒を行う。 

・ 食事にあたっては、「机を向かい合わせにしない」、「会話を控える」など、

飛沫を飛ばさないように指導する。 

・ 食事中は、机上にハンカチ等を置いて、いつでも使用できるようにするなど、

咳エチケットを徹底する。 

・ 寮の調理員等は、日常行っている個人別の健康状態の確認について、「検温、

咳等」を加えて特に注意し、確認、記録する。 

 

（４）部活動における留意点 

・ 生徒に発熱等の風邪の症状が見られるときは、部活動へ参加させない。 

・ 生徒に手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染防止対策を徹底させるとと

もに、部室等の利用に当たっては、「短時間の利用」や「交代での利用」に努

める。 

・ 体育館や教室など屋内で実施する部活動については、その場所のドアを広く

開け、こまめな換気や消毒液の使用（可能であれば消毒液の設置、生徒が手を

触れる箇所の消毒）など、感染拡大防止に努める。 

・ 生徒が密集する活動や、生徒が近距離で組み合ったり接触したりする場面が

多い活動、向かい合って発声したりする活動については、密集せずに距離を取

って行うことができる活動に替えるなどの工夫をする。 

・ 部活動で使用する用具等については、使用前に消毒を行うとともに、児童生

徒間で不必要に使い回しをしない。 

・ 部活動は、生徒の自主的、自発的な参加により行われる活動であるが、生徒

の健康・安全の確保のため、生徒だけに任せるのではなく、教職員や部活動指

導員等が部活動の実施状況を把握する。 

・ 部活動の活動時間等（休養日や活動時間の設定）については、各学校の「部

活動の活動方針」を厳守する。その際、感染拡大防止の観点から、より短時間

で効果的な活動とする。 

・ これらの留意点について、学校内での共通理解の下、児童生徒とその保護者

にも説明し、了解を得た上で部活動を実施する。 
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Ⅱ 教職員の感染防止に向けた対応方針 

感染拡大を防止するため、教職員それぞれが、職場内外での感染防止行動の徹底

について正しい知識を持って、職場や職務の実態に即した対策に取り組む。 

 

１ 職員室・事務室・準備室等における対策 

（１）職場での感染防止行動 

感染拡大を防止するため、職場の実態に即して、以下の措置を講じる。 

ア 換気の徹底等 

・ 1時間に1回のこまめな換気を徹底する。空気の流れを作るため、複数の窓

がある場合、２方向の壁の窓を開放する。窓が１方向しかない場合は、ドア

を開ける。 

イ 接触感染の防止 

・ 石けんによるこまめな手洗いを徹底する。 

・ 手指消毒用アルコールが入手可能な場合には、職場に備え付けて使用する。 

・ 外来者等に対し、感染防止措置への協力を要請する。  

ウ 飛沫感染の防止 

・ 咳エチケットを徹底する。 

・ 風通しの悪い空間や人が至近距離で会話する環境は感染リスクが高いこと

から、その規模の大小にかかわらず、換気等の励行により、風通しをよくす

る等の工夫をする。 

・ 職場では、人と人との間に十分な距離（１メートル以上）を確保する。ま

た、会話や発声時には、特に間隔を空ける（２メートル以上）。 

・ 人が集まる形での会議等については、開催の必要性を慎重に検討する。や

むを得ず開催する場合は、「３つの密」（換気の悪い密閉空間、多くの人が

密集、密接な近距離での会話や発声）が重ならない場となることを徹底する。 

・ 外来者等との対面での接触や、これが避けられない場合は、距離（２メー

トル以上）を取る。また、業務の性質上、対人距離等の確保が困難な場合は、

マスクを着用する。 

・ その他、「３つの密」とならないよう、施設の利用方法について検討する。 

エ 一般的な健康確保措置の徹底等 

・ 疲労の蓄積が易感染性につながることから、適切な業務時間管理にも留意

する。 

・ 一人ひとりが十分な栄養摂取と睡眠確保を心掛けるなど健康管理を行う。 

・ 毎日、朝夕、家庭での検温の状況や風邪症状等を必ずClassiに記載する。 
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（２）新型コロナウイルス感染症に対する正しい情報の収集等 

校長は、関係省庁、地方自治体等のホームページ等を通じて最新の情報を収集

し、必要に応じ感染拡大を防止するための知識・知見等を教職員に周知する。 

 

２ 教職員の移動の際の感染防止対策 

  当面の間、以下のとおりの対応とする。 

（１）通勤について  

・ 可能な場合には公共交通機関を利用しない方法を検討する。 

・ 電車等を利用する場合には、不必要な会話等を抑制するとともに、車内換気

に協力する。 

・ 出勤・帰宅時の手洗いを徹底し、可能であれば、手指の消毒を行う。 

・ 感染者が急増している地域からの通勤者については、在宅勤務を検討する。 

 

（２）出張について  

ア 県外への出張  

・ 県外への出張については、原則として延期又は中止とする。やむを得ず命

じる必要がある場合は、校長は事前に県学事文書課と協議する。 

・ 県外に出張した教職員については、帰県後、２週間は原則として在宅勤務

とし、日々の検温等、健康管理を徹底する。  

イ 県内の出張  

・ 電話、電子メール等の活用により、人が集まる形での会議等を可能な限り

回避する。 

・ 出張する場合は、「３つの密」の回避や移動手段の検討、マスクの着用な

どの感染防止対策を十分に徹底する。 

・ 可能な場合には公共交通機関を利用しない方法を検討する。 

・ 電車等を利用する場合には、不必要な会話等を抑制するとともに、車内換

気に協力する。 

 

（３）私的な移動について 

ア 県外への移動  

・ 私的な県外への移動・外出については、各教職員が、その必要性・緊急性

等を踏まえて、自ら慎重に判断することが必要であるが、現下の状況に鑑み、

県外への不要不急な外出は行わない。県外に行かざるを得ないと考える場合

にも、教職員は、校長に事前に申し出ることとし、校長は事情等を確認し、

自粛も含め適切な指導を行う。 

・ 帰県後、２週間は原則として在宅勤務とし、日々の検温等、健康管理を徹
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底する。対象者がある場合は、校長は県学事文書課に報告する。 

イ 県内の移動  

・ 県内の外出についても、必要最小限度に留めるように努める。 

ウ 移動の際の感染防止対策  

・ 県内外を問わず、「３つの密」の回避や移動手段の検討、手洗いの徹底、

マスクの着用などの感染防止対策を十分に徹底する。 

 

３ 教職員の勤務・服務 

  当面の間、以下のとおりの対応とする。 

（１）教職員に風邪症状が見られる場合の対応について  

・ 校長は、教職員が安心して休暇取得や在宅勤務ができる体制を整えておく。 

・ 風邪症状が見られる教職員は、出勤を控えるとともに、その間の外出を自粛

する。 

・ 風邪症状が見られる教職員が、医療機関を受診するなど、やむを得ず外出す

る場合でも、公共交通機関の利用は控える。 

・ 「新型コロナウイルス感染症についての相談の目安」に該当する場合には、

帰国者・接触者相談センターに電話で相談し、同センターから帰国者・接触者

外来の受診を指示された場合には、その指示に従う。教職員はその結果を校長

に報告する。資料１ 

 

（２）教職員がＰＣＲ検査を受けることとなった場合の対応について 

・ 教職員がＰＣＲ検査を受けることとなった場合には、直ちに校長に報告する。 

・ 校長は、教職員がＰＣＲ検査を受けることとなった時点で、教職員の時系列

での行動記録の整理を行う。 

 

（３）新型コロナウイルス感染症に係る服務の取扱い 

ア 取得できる休暇 

態  様 取得できる休暇 備考 

職員に新型コロナウイルスへの感染（疑似症

も含む）が確認された場合 

病気休暇 

 

 

職員が検疫法に基づく「停留措置」を受けた

場合 

特別休暇 

（出勤困難） 

 

 

職員又はその親族に発熱等の風邪症状が見

られることから、勤務しないことがやむを得

ないと認められる場合 

感染症法に基づき、職員又はその親族が新型
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コロナウイルス感染症にかかっていると疑

うに足りる正当な理由のある者として、当該

者の居宅又はこれに相当する場所から外出

しないことその他の当該感染症の感染の防

止に必要な協力を求められた場合で、勤務し

ないことがやむを得ないと認められる場合 

学校等の臨時休業による子等の世話のため

に出勤できない場合等 

 

イ 在宅勤務の対象 

公私を問わず県外に外出した教職員については、外出日の翌日から起算して 

２週間  

同居の親族等に県外からの帰省者がいる教職員については、帰省日の翌日か 

ら起算して２週間 

出勤しないことがやむを得ないと校長が認めた教職員 

例：重症化リスクが高い（基礎疾患がある、妊娠中等）、感染疑いの者と同

一空間に一定時間以上いた、特定警戒都道府県から通勤している、出勤

しないことについて医師又は保健所等の公的機関からの指導・助言が

あった等 

臨時休業が行われている学校で校長が指定した教職員 

 

 

Ⅲ 感染者が発生した場合の対応計画 

以下の１～３に示す対応例等を参考にしながら、校内体制を整備し、感染者発生

時の対応計画を作成する。 

１ 校内体制の整備  

・ 教職員又は児童生徒に感染者が発生する場合を想定し、当面の間、対策本部を

始め、教務チーム、保健チーム及び児童生徒支援チームを設置する。対策本部や

それぞれのチームが担う主な役割は、次の表のとおりとする。 

対応チーム 主な役割 

対策本部 対応の総括・指示、保健所との連絡・調整、情報発信、記録  

教務チーム 学校行事の調整、学習課題の集約、学習指導方法等の検討 
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保健チーム 感染防止対策の指導、生徒の健康状況の集約 

生徒支援チーム 生徒の健康状況・学習状況の確認、心のケア 
 

・ 組織図は次の図のとおりとする（◎リーダー、○副）。対策本部は、保健所の

指導の下、市町教育委員会や学校医、医療機関等と連携し対応を決定する。 

なお、教職員が感染者又は濃厚接触者となる場合も考えられるため、当初の予

定からのメンバー変更や、少ない人数による業務運営などを想定しておく必要が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 校内で感染者が発生した場合に対応  

（１）対策本部や各チームにおける対応 

  対策本部 教務チーム 保健チーム 生徒支援チーム 

担当者 ◎校長 ◎教務部長 ◎養護教諭 ◎生徒指導部長 

◎ﾘｰﾀﾞｰ ○副校長 ○教頭 ○事務長 ○各担任・副担任 

○副 ・事務長 ・大曲多 ・各学年主任 ・黒﨑 

  ・教頭 ・黒﨑   ・山本 

  ・各ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ ・松井鈞   ・柏田 

  ・各学年主任 ・泉   ・川田 

    ・檜垣   ・梅岡 

    ・濱嵜   ・伊藤 

          

指導 

連携 

【対策本部】 
◎校長、○副校長・教頭・事務長 

各チームリーダー、各学年主任 

宇部保健所、学事文書課 

学校医､学校薬剤師、SC、 

サビエル会会長 

健康増進課 

 

【教務チーム】 
◎教務部長 

【保健チーム】 
◎養護教諭 

○各学年主任 

【 】 
◎生徒指導部長 
○各担任・副担任 
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（２）初動対応の詳細 

  □ 教職員又は生徒の感染情報を把握 

   【教職員の場合】 

・ 校長が、当該教職員又は家族等からの第１報を受け、感染情報を把握する。 

   【生徒の場合】 

・ 担任等教職員が、当該生徒の保護者等からの第１報を受ける。 

・ 連絡を受けた教職員が速やかに校長に報告し、校長が感染情報を把握する。 

   ※ 第１報を受けた際、別紙１ を用いるなどにより、可能な範囲で情報を収

集・整理する。 

  □ 県学事文書課への速報 

・ 校長が、電話により県学事文書課（０８３－９３３－２１３８）に速報を入れ

る。 

・ 休日や夜間の場合は、校長が、学事文書課緊急連絡先に電話する。 

  □ 対策本部招集、全教職員への連絡 

・ 校長が、対策本部を招集する。各チームリーダーを通じて全教職員が感染

情報を共有する。 

  □ 保健所との対応窓口の決定 

・ 対策本部において、保健所との窓口を副校長に決定する。 

  □ 保健所の指導の下、対応を検討 

・ 副校長が保健所からの連絡を受け、対策本部で連絡内容を共有する。 

・ 対策本部は県学事文書課等と連携して、対応を検討する。 

  □ 感染者に係る詳細な情報収集 → □ 感染者との接触者のリスト作成 

   【教職員の場合】 

・ 教頭及び教務チームが、可能な範囲で当該教職員の時系列での行動記録を整理

する。 
 

  校務分掌（教科、クラス、部活動、分掌等）、通勤手段、直近２週間の

学校のスケジュール、勤務状況、部活動の状況（所属生徒数、活動状

況、児童生徒との接触状況）、校外活動状況 等 
    

・ 教頭及び教務チームが、可能な範囲で当該教職員との接触者のリストを作成

する。別紙２ 
 

   【生徒の場合】 

・ 生徒支援チームが、生徒のプライバシーに配慮し、学校が把握している範

囲で当該生徒の時系列での行動記録を整理する。 
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クラス、部活動、通学手段、直近２週間の学校のスケジュール、出席状

況、部活動の状況（所属生徒数、活動状況、他生徒や部顧問との接触状況） 

等 
   

・ 生徒支援チームが、可能な範囲で当該生徒との接触者のリスト別紙２を作成す

る。 

  □ 感染者との接触者のリストを県学事文書課と保健所に提供 

・ 副校長が、感染者との接触者の行動記録やリストを県学事文書課と保健所

に提供する。 

  □ 教職員の勤務体制の整備 

・ 校長が中心となって対策本部において、濃厚接触者等を把握した上で、各

チームの編成について調整する。 

  □ 理事、サビエル会会長等への連絡 

・ 校長が、理事、サビエル会会長等に電話で、感染者発生の情報を伝える。個

人情報に留意する。 

  □ 学校医への連絡 

・ 保健主任が、学校医に電話で、感染者発生の情報を伝える。 

 □ 保護者宛て連絡内容の検討 → 緊急メール等により保護者への連絡 

・ 副校長が、保護者宛て連絡内容を整理し、緊急メール等を活用して、生徒

の自宅待機等について連絡する。 

  □ 臨時休業中の学習課題の整理 

・ 教務チーム各学年担当が、各教科の学習課題等を取りまとめる。 

  □ 臨時休業に係る事前指導 

・ 臨時休業に入る前に、各学年主任等が、臨時休業中の学習課題や健康観察

について、生徒に連絡する。 

  □ 感染者及びその家庭への支援 

・ 校長を始め、対策本部（教職員の場合）又は保健チーム（生徒の場合）が、

状況に応じて、感染者の家庭と連絡を取り支援に努める。 

  □ 報道対応 

・ 窓口を校長に一本化する。 

・ 校長は、報道対応に向けて、県学事文書課と連携を図りながら情報を収集・

整理する。 

 

 

 



 

13 

 

（３）校内で感染がまん延した場合の対応 

・ 当該学校での対応が困難な場合は、校長の要請に基づき、県学事文書課が

学校と連携して必要な対応を行う。 

 

３ 連絡体制の整備と確認 

 

（１）関係機関への連絡 

・ 最寄りの保健所、県学事文書課、学校医、理事会、サビエル会、スクール

カウンセラーなど、緊急連絡先一覧（別紙３）を作成し、教職員間で共有す

る。 

 

（２）教職員との連絡 

・ 緊急時の連絡網やメール配信など、休日や夜間等の連絡方法を明確にし、

改めて教職員間で共有する。 

・ 校長は、教職員が感染者となった場合の緊急連絡先（本人以外）を可能な

範囲で把握しておく。 

 

（３）保護者、生徒等との連絡 

・ 保護者への連絡体制（メール配信、電話による連絡など）を確認する。ま

た、学校ウェブページを活用した情報提供方法を検討する。 

・ 臨時休業中に、関係する生徒等や教職員の健康状況を保健所と情報共有す

る場合が想定される。その際には、円滑な情報提供のために、生徒全員の健

康状況を一元把握管理することができる Classiを活用する。 

 

（４）連携体制の引継ぎ 

  ・ 校内で感染がまん延した場合に備えて、上記の連絡体制を県学事文書課に

引き継げるように準備しておく。 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 資 料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

 

別紙 1                          No.（     ） 
 

新型コロナウイルス感染に係る情報整理（  月  日  時  分） 

項 目 内  容 

氏 名 

（年齢） 

（生徒の場合：     年   組   番） 

 

                   （    ） 

 

電話番号： 

感染発覚の経緯 
 

家族構成 
 

最近の行動記録 

■学校内の状況 

 〇出勤・出席状況、主な活動等 

 

 

 

 

 ○部活動（       部） 

 

  

 

■学校外の状況 

 

 

 

その他 

 

 

 

 



別紙２

16 
 

感染者（ ）との接触者リスト（ 月 日時点）

月日
接触者グループ等
クラス、部活動等を記入

内容
活動内容等を具体的に記入

備考

    

    

    



保
健
所

岩国健康福祉センター ０８２７－２９－１５２３
柳井健康福祉センター ０８２０－２２－３６３１
周南健康福祉センター ０８３４－３３－６４２３
山口健康福祉センター ０８３－９３４－２５３３
山口健康福祉センター防府支所 ０８３５－２２－３７４０
宇部健康福祉センター ０８３６－３１－３２０３
長門健康福祉センター ０８３７－２２－２８１１
萩健康福祉センター ０８３８－２５－２６６７
下関市立下関保健所 ※ ０８３－２５０－７７７８
県健康増進課 ※ ０８３－９３３－３５０２

※土日・祝日は、県健康増進課、下関市民の方は、下関市立下関保健所で対応します。

山 口 県

＜相談・受診の前に心がけていただきたいこと＞
・発熱等の風邪症状が見られるときは、学校や会社を休み外出を控える。
・発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録しておく。
・持病をお持ちの方で症状に変化がある方は、まずは、かかりつけ医等に電話でご相談ください。

新型コロナウイルス感染症についての最新情報は、厚生労働省をご覧ください。
新型コロナ厚生労働省

令和２年 月 日版

今般の新型コロナウイルス感染症の発生について、県民の方の不安を解消するため、電話相談窓口
を設置しています。

【受付時間】 ～ （多言語対応可能）

相談窓口（帰国者・接触者相談センター）
新型コロナウイルスに関する相談について

〇少なくとも以下のいずれかに該当する場合
� 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い
症状のいずれかがある

� 重症化しやすい方（※）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある
※高齢者・糖尿病、心不全、呼吸器疾患（ 等）の基礎疾患がある方や透析を受けている方、
免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方。
※妊婦の方については、念のため、早めにご相談ください。
※小児については、小児科医による診察が望ましく、保健所やかかりつけ小児医療機関にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症を疑う症状がある場合
受診する前に必ず、上記、最寄りの保健所に電話してください。
緊急を要する場合は、受付時間外でも、ご相談に応じます。また、必要に応じて、医療機関を
紹介いたします。

資料１ 



資料２ 



生徒や教職員の新型コロナウイルスへの感染や感染が疑われるときの対応 

 

■ 発熱、倦怠感等、感染症の兆候がある場合は、登校を控えさせる。 

 

【学 校】 

〇 発熱を確認した場合 

・保護者に連絡し、生徒を安全に帰宅させ、症状が無くなるまで自宅で休養させる。 

 公共の交通機関の利用は禁止、教職員が送っていくのも厳禁 

・保護者の迎えを待つ場合等、学校にとどまる場合は、他者との接触を可能な限り避 

 けられるよう、別室で待機させる。 別室：小応接室、相談室、会議室 

 

【自宅等】 

〇 次の症状のうちいずれかでもある場合は、「保健所」や「かかりつけ医師」に相談す 

るよう保護者と共通理解しておく。（「相談・受診の目安」配付） 

・発熱やせきなどの軽い風邪症状が続く場合 

・息苦しさ、強いだるさ、高熱のいずれかがある場合 

 

【感染が確認された場合】 

〇 検査の結果、感染が判明した場合には、医療機関から本人（や保護者）に診断結果 

が伝えられるとともに、医療機関から保健所にも届け出がなされる。 

学校には、保護者は、感染が判明した旨の連絡をする。 

〇 保健所が、濃厚接触者の特定等、必要な調査を行うことになるので、協力する。 

〇 生徒の中に濃厚接触者が特定された場合は、感染者と最後に濃厚接触をした日から 

起算して、２週間の「出席停止」の措置をとる。 

 

【家族の中に感染者、あるいは感染が疑われる者が出た場合】 

〇 学校（担任・所属長）に連絡をするとともに、自宅待機とし、適切な対応をとる。 

 ※集合住宅（アパート、マンション等）で、居住者に感染があった場合は、自宅待機 

とする。 

 

以上については教職員も同様とする。 

 

※学校は、学校医、学校薬剤師とも緊密な連絡を取り、情報共有をする。 

 

※「自宅待機、自宅休養」は、「出席停止」の措置とする。 

 

 

 

 



相 談 ・受 診 の目 安 
 

発熱、咳など、 

比較的軽い風邪の 

症状がある 

すぐに相談を！  

 

息苦しさ、強いだる

さ、高熱など、強い症

状のいずれかがある 

すぐに相談を！ 基礎疾患がある（呼吸器疾患等） 症状が続いたら

すぐに相談を！ 

（4 日以上は必

ず） 

感染が疑われる方からの相談窓口 

医療機関を受診される前に、 

まずは最寄りの保健所に必ず電話でご相談   ください。 

 

受付時間 9：00～17：00 

平  日  山口県宇部健康福祉センター  0836-31-3203 

         山口県山口健康福祉センター  083-934-2533 

山口県周南健康福祉センター  0834-33-6423 

下関市立下関保健所          083-250-7778 

その他最寄りの保健所 

 

土日・祝日 山口県健康増進課 083-933-3502  


